
ＤＭＡＴの搬入

重篤患者の搬出

被災地内の
医療体制では、
多数の傷病者に
対応できず！

迅速な救護活動の開始
被災地域外での根治的治療が必要な

患者の迅速な搬出

救命率の向上が期待

震災発生
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ＤＭＡＴの搬入

・災害急性期(発災後48時間以内)に活動が開始できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム
・平成17年3月から厚生労働省の災害派遣医療チーム研修事業により整備を開始。
・平成28年4月1日現在 医師３，２０３名、看護師４，２３９名、業務調整員２，９０９名
１，５０８チームが研修修了済
・１チームの構成は医師1名、看護師2名、業務調整員1名の4名を基本。
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被災都道府県外での活動（イメージ）
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厚生労働省被災地域外の都道府県
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派遣調整

災害派遣精神医療チーム：ＤＰＡＴ
（Disaster Psychiatric Assistance Team）

精神科医師
看護師
事務職員等

自然災害や航空機・列車事故、犯罪事件などの大規模災害等の際、被災地
域に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチーム。

DPAT事務局
(日本精神科
病院協会)

委託



平成28年熊本地震におけるDPATの活動（参考）



熊本地震支援ＪＲＡＴ組織体制

日本医師会災害医療チーム
（JMAT）

登録JRAT熊本地震災害対策本部
（JRAT東京本部）

構成団体

地域JRAT
（都道府県）

県庁内
調整本部

登録
派遣

熊本医療機関 被災地

現地

登録

厚生労働省
（老人保険課JRAT担当）

支援チーム（地域ＪＲＡＴ）派遣

熊本JMAT熊本JRAT
（対策本部：熊
本機能病院）

登録

活動指示

都道府県JMAT

協働・情報交換

（地域ＪＲＡＴ：都道府県ＪＲＡＴの総称）

派遣により
人材確保
して運営

熊本本部

情報提供



                                  

 

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）について 

 

１，目的 

 東日本大震災のような大災害に対し、全国的な連携調整・情報収集により、リハビリ

テーションの立場から支援を行う。 

 

２，参加団体 

 

 日本リハビリテーション病院・施設協会 

 日本リハビリテーション医学会 

日本理学療法士協会 

日本作業療法士協会 

日本言語聴覚士協会 

回復期リハビリテーション病棟協会 

日本訪問リハビリテーション協会 

日本介護支援専門員協会 

全国地域リハビリテーション研究会 

全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会 

全国デイ・ケア協会 

日本義肢装具士協会 

日本義肢装具学会 

 

３，主な活動内容 

（１）被災高齢者や障害者に対するリハビリテーションや福祉用具の助言・指導 

（２）不活発予防のための運動指導 

（３）仮設住宅のバリアフリーについての助言・指導 

（４）その他リハビリテーションに関する支援 

 

４，団体協議会の活動経緯 

 平成２３年３月１１日 東日本大震災が発災。 

      ４月１３日 様々なリハ団体により行われてきたリハ支援をまとめる形

で、「東日本大震災リハ支援関連１０団体」発足。組織的な

被災地支援を開始（避難所での介護予防等）。 

厚労省老人保健課で活動を支援。 

 

      ９月３０日 被災地支援を終了。 

 

その後、名称を「大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議

会」と変え、４７都道府県において、災害リハコーディネーター及

び災害リハチームを育成すべく研修活動を展開。 

 

５，熊本地震における対応 

 地震発災後、5月 15 日に東京本部を設置。5月 23 日から避難所直接支援として地域

JARAT の派遣開始。日本医師会災害医療チーム（JMAT）の指示の下、被災地において支

援活動。7月 16 日を以て熊本での支援活動を終了。 



○ 発災後は、被災地の自治体機能が低下することもあり、保健師は被災者の健康支援を中心とし、広範囲に渡る支援
活動に従事する。被災地における主な保健師の役割は以下のとおり。
※ これらの活動は、全国の自治体保健師を中心とした保健人材が被災地に派遣され、被災地の自治体保健師と共
に活動に従事する。

⃝ 被害状況等の情報収集及び発信
⃝ 救護所における救護活動

• 状況に応じた医療、保健、福祉のニーズに関するアセスメント
• 救護所の被災者に必要な医薬品、医療品、衛生材料等の調達及び医療処置の実施等

⃝ 自宅、避難所及び仮設住宅等における健康管理
• 全戸訪問による被災者の健康課題の把握

• 感染症、食中毒、熱中症、急性肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）、生活不活発病の予防の観点からの
環境整備、健康教育

• 感染症患者発生時の対応（隔離、医療との連携、保健所との連携）
• 健康状態が悪化した被災者への対応（医療との連携）等
• 精神的な支援が必要な被災者のアセスメント、こころのケア活動との連携、医療との連携、等

⃝ 福祉避難所の避難者への対応
避難者のアセスメント及び入所の必要性の判断等

⃝ 保健師の派遣調整
• 被害状況に基づいた国や県庁に対する保健師派遣の要請、保健師の派遣調整

⃝ 関係者との支援体制の調整
• 支援チームの受入れ調整及び業務改善
• 関係職種との会議の開催、等

発災後の被災地における保健師の役割




